
工事に伴う道路インフラ等の安全管理への取組み 
東日本旅客鉄道株式会社 

（事例①） 東京駅丸の内広場 

開削工法により、都道地下に構造物を構築する工事 

＜施工段階の主な安全対策＞ 

• 道路占用申請に基づき工事施工時間帯を遵守する。 

• 道路使用申請に基づき適切に交通誘導員を配置する。 

• 工事エリアを仮囲いで区分し、道路交通と工事を分離する。 

• 工事着手前に施工会社とともに現地確認の上、適切な施工方法や安全対策と
なっているか確認する。 

• 施工前に現地で事前調査し、埋設管路付近等を人力掘削して損傷を防止する。 

• 掘削中、日々土留めの計測・点検を行い周辺地盤への影響を監視する。 
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•道路等に極力影響を   
及ぼさない位置・構造形式
等を選定 

•同意内容及び許可条件に
基づく対策の実施 

•施工計画に基づき、工事に
伴うリスクを予見し、対策 

•道路等及び工事中の構造
物等を計測・点検 

•万一の場合の対応体制 
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有限要素法解析による変位量の推定（例） 

トンネルの変位量を推定 
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トンネルの計測管理状況 

自動変位計測器 

「近接工事設計施工マニュアル」に基づく実施フロー 

• 国土交通省からの委託を受け、新宿南口の線路上空に人工地盤を構築し、
交通結節機能（バスタ新宿）を整備した。 

• これにあわせて、当社が「新宿ミライナタワー」を建設した。  

（事例②） 新宿駅南口地区基盤整備 

• 既設構造物に近接して工事を行う場合、「近接工事設計施工マニュアル」に基づいて設計・施工を実施する。 

• 都営新宿線トンネルの近接程度を「要対策範囲」と判定し、有限要素法解析により変位量を推定する。 

• 推定した変位量に基づき管理値を設定し、自動変位計測器をトンネル内部に設置して計測を実施する。 

• 上記を東京都交通局と協議し同意を得て、計測結果を東京都交通局に報告しながら、工事を実施した。 

 

＜工事の概要＞ 
• 新宿ミライナタワー建設に伴う掘削・基礎工事が、「都営新宿線トンネル」に
近接することから、東京都交通局と協議の上で、工事を実施した。  

＜設計・施工段階の主な安全対策＞ 
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